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   第４回 甲府交通圏タクシー準特定地域協議会の書面開催について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素はタクシー事業に深いご理解と多大なご指導を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、高齢化社会を向かえ、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインタクシー「以

下（UD タクシー）という。」の普及は誰もが望んでいるところです。 

これら社会の要請に応えるため、タクシー業界は誰もが利用しやすい UD タクシーの

普及促進を図らなければなりません。 

一方、自動車メーカーがタクシー専用車両（従来の普通車区分のタクシー車両は生

産中止。）として生産する UD タクシーは、小型車区分になることから減収につながり

導入を妨げる要因となっている。 このため山梨県 A 地区の小型車運賃を関東の他の地

域と同様に、普通車運賃に統一するものである。 

 今般、「公定幅運賃の範囲の指定方法等について」（平成２６年 1 月２７日付け関東

運輸局長公示。以下「公定幅運賃審査基準」という。）に基づき、甲府交通圏の事業者

から公定幅運賃の変更を求める旨の要請書（東八・東山交通圏、峡西交通圏及び峡北

交通圏にあっては「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の審査基

準について」に基づく運賃改定申請書をいう。以下同じ。）が関東運輸局長に提出され、

最初の要請から３ヶ月の期間の間に、要請のあった法人タクシー事業者の合計車両数

が、事業者全体車両数の７割以上となり、公定幅運賃審査基準に基づく要否の判定に

おいても公定幅運賃の変更を行う必要があると判断されたことから、関東運輸局長は

公定幅運賃の変更手続を開始することとなりました。 

 このため、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化

及び活性化に関する特別措置法第１６条第１項及び同法施行規則第１０条の５第１項

の規定に基づき、関東運輸局長から甲府交通圏タクシー準特定地域協議会会長に対し

て「公定幅運賃の変更を求める要請に基づく運賃の範囲の変更」に関する通知（別添）

がありました。 

 つきましては、甲府交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱第５条の１６に基づ

き、当該運賃の範囲（公定幅運賃・別添別紙「４．申請及び要請運賃概要」）に関する

意見を書面により聴取する書面開催協議会として開催することといたしました。 

 皆様のご意見を、広くお伺いいたしたいと存じますので、何卒よろしくお願い申し



上げます。 

 なお、意見聴取の方法は下記のとおりとさせていただきますが、いただきました意

見の取りまとめにつきましては、事務局に一任させていただき、関東運輸局長への意

見の提出後、その意見書を次回協議会で配布することで報告に代えさせていただきた

いと存じます。                             敬具 

                                      

記 

 

１．協議会名     甲府交通圏タクシー準特定地域協議会 

 

２．協議内容     当該運賃の範囲（別紙「４．申請及び要請運賃概要」）につい

て 

 

３．意見記入用紙   別紙「意見書」にご記入下さい。 

 

４．意見書提出期間  平成２８年９月９日（金）～９月２１日（水） 

 

５．送付書類     ①「意見書」 

           ②「別紙」申請及び要請運賃概要（公定幅運賃） 

           ③「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運

送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法抜粋」 

（平成２１年６月２１日法律第６４号） 

           ④「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運

送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則抜

粋」 

（平成２１年９月２８日国土交通省令第８号） 

 

６．提出先・方法   甲府交通圏タクシー準特定地域協議会事務局 

           一般社団法人山梨県タクシー協会内 

           志村・菊島 TEL ０５５－２６２－１２１２ 

            FAX 又は同封の封筒にてご提出下さい。 

            FAX ０５５－２６２－１２１３ 

 

 

 

 

 



 

「意見書」 

 

《提出先》 

 甲府交通圏タクシー準特定地域協議会事務局 

 一般社団法人 山梨県タクシー協会  

 志村・菊島 行き  FAX ０５５―２６２―１２１３ 

 

《協議会委員》 

 

 ご所属 

 

 ご氏名 

 

 

 ◎ご意見記入欄（ご意見が無い場合でもご返信をお願いいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








